
令 和 ６ 年
11月22日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）
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漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
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○
公
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）
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○
公
安
委
告
示

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

三
吉

宏
之

周
南
市
川
崎
二
丁
目
八
番
一
三
号

令
和
六
、
一
〇
、
一
〇

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

大
浦
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
及
び
総

ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
ま
き
網
を
使

用
し
て
し
い
ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
以
外
の
漁
業

公

告

（
一
八
八
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

玖
珂
郡
和
木
町
和
木
三
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岩
国
市
山
手
町
一
丁
目
一
番
一
四
号

株
式
会
社
東
洋
地
所

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

一
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三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

㈠

初
心
者
講
習
会

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

㈡

経
験
者
講
習
会

法
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

㈠

初
心
者
講
習
会

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

令
和
七
、

二
、
一
三

午
前
九
時
三
〇
分

〃

五
、
一
八

〃

〃

六
、
一
五

〃

〃

七
、
三
一

〃

〃

八
、
二
八

〃

〃

一
〇
、
三
〇

〃

山
口
県
警
察
本
部

㈡

経
験
者
講
習
会

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

令
和
七
、

四
、
一
〇

午
後
一
時

〃

六
、

五

〃

〃

八
、

七

〃

〃

一
〇
、

二

〃

〃

一
二
、

四

〃

山
口
県
岩
国
警
察
署
岩
国
西
幹
部
交
番

令
和
七
、

一
、
一
六

午
後
一
時

〃

二
、
二
〇

〃

〃

三
、
二
七

〃

〃

四
、
一
七

〃

〃

五
、
二
二

〃

〃

六
、
二
六

〃

〃

七
、
一
七

〃

〃

八
、
二
一

〃

〃

九
、
二
五

〃

〃

一
〇
、
二
三

〃

〃

一
一
、
二
〇

〃

〃

一
二
、
一
八

〃

山
口
県
警
察
本
部

令
和
七
、

三
、

四

午
後
一
時

〃

五
、
一
三

〃

〃

七
、

一

〃

〃

九
、

二

〃

〃

一
一
、

四

〃

山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

令
和
七
、

三
、
一
三

午
後
一
時

〃

五
、
二
九

〃

〃

七
、
一
〇

〃

〃

一
一
、
一
三

〃

山
口
県
警
察
本
部

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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